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（調整理由） 

１ 統一の基準 

・小田原市に消防の事務を委託することから、「小田原市消防吏員の階級、服

制等に関する規則（昭和 39 年 7 月 1 日規則第 25 号）」に基づき貸与品を統

一する。 

２ 統一方法 

・広域化にあわせ貸与品を統一することで、消防業務が広域化により運用し

ていることを住民に早く理解してもらえるとともに、職員の士気向上及び

一体感の醸成につながる。 

 

 

 

 

 

 

調 整 結 果 
１ 貸与品は、小田原市の基準に統一する。 

２ 広域化にあわせ原則、すべての貸与品を統一する。 



 
 

（協議第１０号 貸与品の統一について）関係資料 

 

１ 貸与品の現状 

消防吏員に貸与する被服等（以下「貸与品」という。）については、消防組織法第 16 条第

2 項の規定及び消防吏員服制基準（昭和 42 年 2 月 3 日消防庁告示第 1 号）に基づき、

各市町の規則で定めている。 

各消防本部の貸与品の種類は概ね共通しているが、仕様等については消防本部ごとに定め

ている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市
真鶴町

（湯河原町消防本部）

男子冬服 冬制帽

男子冬服バンド 夏制帽

男子夏服 冬用アポロキャップ

女子冬服 夏用アポロキャップ

女子夏服 防火帽・しころ

執務服 冬服（制服）

執務服帽子 夏服（制服）

防火保安帽 冬服 活動服

防火衣 盛夏服 防火服

防火ゴム長靴 冬帽 冬救急服

保安帽 盛夏帽 夏救急服

救急衣 救助服

救助服 ブルゾン

救助服バンド 階級章

安全ベルト 消防長章

編上靴 職員き章

防寒衣 消防手帳

雨衣
身分証
階級章
階級略章

救助服

貸与品の種類

短靴又は半長靴
網上靴
ゴム長靴
防火ゴム長靴

救
急

ネクタイ
革バンド
冬バンド
夏バンド
救急服バンド
救助服バンド

救急白衣

消防防寒衣

救急防寒衣

防火衣

足柄消防組合

貸
与
品
の
種
類

＊　各消防本部の服制に関する規則から抜粋

階級章

雨衣
ハイネック

冬帽

盛夏帽

冬服

略帽

作業服（冬略装用）

防火保安帽

保安帽

救助帽



 
 

 

２ 統一する貸与品の種類 

(1) 足柄消防組合消防本部及び真鶴町（すべて新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 小田原市消防本部（更新等） 

 ア 男子冬の制服、執務服（活動服）の仕様を一新並びに救急服及び高度救助隊の貸与品

を新規に導入 

イ 小田原市消防本部の貸与品のうち、仕様等が従前の貸与品及び更新されていない貸与

品等について更新 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

更新方法 更新方法
帽子 救急衣（半袖）

上衣 救急衣（長袖）

ズボン ズボン

ネクタイ バンド

バンド 救急衣

帽子 ズボン

上衣 上　衣、ズボン

ズボン バンド

バンド 安全ベルト

帽子 上衣、ズボン

上衣 ゴーグル

スカート エルボーパッド

ニーパッド

バンド

スカート 安全ベルト

上衣 Ｄ２ワッペン

ズボン 15 防寒衣 更新

6 上衣

7 ズボン

8

9

10
防火保安帽

しころ

防火衣

防火靴

1
制服　男子
（冬服）

仕様を一新

11

区　分 区　分

2
制服　男子
（夏服）

3
制服　女子
（冬服）

4
制服　女子
（夏服）

上衣

5
執務服

（活動服）
仕様を一新

防火服 更新（従前の仕様）

保安帽

編上靴

救急服（冬）

特別救助隊

高度救助隊

アポロキャップ

上略衣

バンド(執務服）

更新（従前の仕様）

更新（従前の仕様）

更新

更新

12

13

14

新規

新規

更新

救急服（夏）

16 雨　衣 更新

新規

帽子 9

上衣 10

ズボン 防火保安帽

ネクタイ しころ

バンド 防火衣

帽子 防火靴

上衣 救急衣（半袖）

ズボン 救急衣（長袖）

バンド ズボン

帽子 バンド

上衣 救急衣

スカート ズボン

上衣 上　衣

スカート ズボン

上衣 バンド

ズボン 安全ベルト

6 14

7 上衣

8 ズボン

※　真鶴町（真鶴分署）にあっては、女子職員の被服及び救助服関係を除く。

4
制服　女子
（夏服）

5
執務服

（活動服）

バンド(執務服）

アポロキャップ

上略衣

2
制服　男子
（夏服）

3
制服　女子
（冬服）

1
制服　男子
（冬服）

救急服（冬）

15

保安帽

編上靴

防寒衣

11

12

13

防火服

救急服（夏）

救助服

雨　衣
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